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「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 

（医療広告ガイドライン）に関するＱ＆Ａについて」の改訂について 

 

 

 このことについて、別添のとおり厚生労働省医政局から通知がありましたのでお知らせし

ます。 
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